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1「 神野財政学」の登場

久々に個性的な 「財政学」が登場 した.神

野直彦 『財政学』(有 斐閣 ・2002年)で ある.

「は じめに」 にあるように,神 野は,「 読むた

びに砂 を噛むような無味乾燥 な思い」のする

テキス トではな く,「 遠い昔,財 政学のテキ

ス トを読むたびに味わうことので きた胸の鼓

動 を,本 書で復活 させ」ようとした,そ して,

それに成功 しているように思われ る.過 去,

多 くの財政学教科書が出版 されて きたが,そ

の上に固有名詞を冠 して00財 政学 と称 され

るよ うな,「 読むたびに味わいの深 い」作品

は数少ない.今 回の神野直彦の作品は,そ の

数少ない財政学教科書の一つに加えて よい も

のだといえる.

社会統合の 「ミッシング ・リンク」 としての

財政

神野財政学の最大の特徴は,財 政 を,経 済

システム,社 会 システム,政 治 システムとい

う三つのサブ システム を結びつける媒介環,

社 会全体 を統合す る 「ミッシング ・リンク」

として とらえる ところにある.こ れはすでに,

神 野 の前著 『システ ム改 革の 政治経 済学』

(岩波書店 ・1998年)な どで確立 された視点

である.「 政府の経済」である財政は,「 家族

の経済」 「企業の経済」 とならんで,一 つの

単位経済ではあるが,同 時 に トー タルシステ

ム としての社会全体の経済 を包摂 している.

政府 とは,本 来,社 会全体の統合を目指す政

治主体だか らである.

「被支配者が支配者 となる政治 システムの

民主化」 とともに市場社会が成立 し,市 場社

会 とともに財政が成立す る.市 場社会だけで

は トー タル ・システム としての社会 を統合す

るこ とがで きないか らであ る.市 場的人間関

係だけではな く,非 市場的人間関係が必要 と

なる.こ の非市場的人間関係には,愛 情 ・友

情な どの情緒的紐帯 にもとつ く共同体的人間

関係(社 会 システム)と,強 制力にもとつ く

支配 ・被支配 とい う強制的人間関係(政 治 シ

ステム)と があ る.前 市場社会では一体化 さ

れていた経済システム,社 会 システム,政 治

システムは,市 場社会では分離 し,こ れ らの

システムが分離 されれば,人 間としての生存

が保 障 されず,社 会的統合が不可能 となる.

そ こで,こ の三つのサ ブシステムを調整 し,
一つ の トータルシステム としての社会 を統合

する媒介環 としての財政が必要 とされるので

ある.

市場は競争原理で動 くが,政 治は協力原理

で動 く.政 治 システムは経済 システムを機能

させ るための公共サービス(高 次生産要素)

を提供するとともに,社 会システムを機能 さ

せる公共サー ビスを提供す る.そ れによって

社会 システムか らの忠誠を 「調達」 し,社 会

全体 を トータルシステム として統合す ること

が可能 となるのである.

神野財政学の優 れた点は,こ のように,財

政の役割を見る視点と して,政 治と経済の二

次元だけでなく,社 会 システムの存在 を視野

に入れたことである.こ れによって,人 々の

くらしにとって財政が どのような意味 をもつ

のかが一層わか りやす くな り,ま た,社 会的

統合における財政の役割についても説明がつ

きやす くなっている.

だが,経 済 システム,社 会 システム,政 治

システムを統合す る 「ミッシ ング ・リンク」

としての財政の役割は,規 範なのか現実なの

か という点になると,や やあいまいなところ
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があ る.テ キス トの 「終章」 においては,市

場の グローバル化 とともに,所 得税 ・法人税

基幹税 主義が動揺 し,公 共サー ビスの提 供を

通 じて忠誠 を調達す る機能が弱 まり,社 会的

セー フテ ィネ ッ トにほ ころびが生 じ,社 会的

統合 の危機 が生 じることが指摘 されてい る。

しか し,テ キ ス トの前半では,も っぱ ら財政

による社 会的統合が強調 され,あ たか も現実

の財政がそ う した役割を果 た しているかの よ

うに論 じられている.

現実の財政は,社 会的統合の失敗 と再生の

くりかえ しであ り,政 治 システムに よる社会

的統合には矛盾 と限界 がふ くまれている.経

済 システム を機 能 させ るための公共サー ビス

の提供 と,社 会 システムを維持するための公

共サー ビスの提 供 との問では,た えず供 給の

優 先順位 と費用負担のあ り方 をめ ぐる対立 と

抗争がある.経 済 システムの変容や危機,社

会 システムの変化,政 治 システムの危機 と再

編 といった動 きの中で,財 政が危機 に陥 り,

やが てその再生 がはか られ るこ とに よって,

社会的統合が維持 されて きたとい うのが現実

の姿であろ う.こ れは,従 来か ら財政 におけ

る 「政治 と経済の矛盾」 として指摘 されて き

た こととも関係 す る.政 治 と経済の矛盾,政

治 と社 会 との矛盾,社 会的統合の危機 と再生

とい った側面が,前 半か らもう少 し強調 され

て もよかったの ではないだろうか.

「被支配者が支配者となる」財政民主主義

財政民 主主義の理解 につ いて もややあい ま

い な ところが あ る.こ の テキス トでは,「 被

支配者が支配者 となる」 あるいは 「被統治者

が統治者 とな る」 ことが民主主義であ り,財

政民主主義の内容である とされている.市 民

は 「主権者 」 ではな く,「 被支 配者」 と位置

づけ られ,そ れが 「支配者」 となることが民

主主義だ とされている.被 支配者が支配者 と

なる とは ど うい うこ とであ ろ うか.「 革命」

によって被 支配者が支配者 となることでない

とすれば,そ れは どの ような権利関係 をもと

に,ど の ような制度の下で,ど の ような主体

形成 とともに保 障 されるのかが明 らかにされ

る必要がある.も ちろん,こ のテキス トでは,

財政民主主義が説かれ,そ れを保障す るもの

としての予算制度 についての詳細な説明があ

る.し か し,人 権 に基礎 をお く財政民主主義

の発展 についての言及 は弱 いように思われる.

それは,社 会 シス テムを,「 愛情や友 情な

どの情緒 的紐帯 に よって結 ばれた システム」

として描 いてい ることとも関係 している.た

しかに,家 族や地域 共同体 などは,同 じよう

な価値観や共同的利害でむすばれ,情 緒的な

人間的 コミュニケー ションがな りたつ世界 と

して描 くこ とがで きる.し か し,財 政学の視

点か らす れば,重 要なの は,家 族や地域共同

体が情緒的紐帯で結ばれていることだけでは

な く,そ うした生活世界 を支 えるための人権

概念が どの ように発展 し,社 会全体 で確認 さ

れてい くか とい うことである.政 治 システム

が社会システムを機能 させ る前提 条件 として

は,公 共サー ビスの提供 と情緒的紐帯で結ば

れた共同体 による忠誠の調達 とい う視点では

な く,異 なっ た価 値観 や情 緒的紐帯 を もつ

人 々が,お 互いの人権 を認め合い,人 権の内

容 を豊富化 しなが らそ れを社会的に確認 し,

社会全体で保障 してい くという観点が重要な

のではないだろ うか.

経費の生産性をめぐって

財政の役割 にかかわって気 にかかることの
一つが

,財 政思想史におけるアダム ・ス ミス

などの古典派 と,ア ドル フ ・ワーグナーな ど

に代 表され る ドイツ正統派財政学の評価であ

る.こ こで は,古 典派財政学 は,財 政学 を市

場経済の分析 に焦点を絞る経済学に解消 しよ

う とした ものであ り,今 日の 「小 さな政府」

論,市 場原理優 先論の元祖 のように位置づけ

られている.神 野は コルムに したがって,ア

ダム ・ス ミスは三つの ドグマ,す なわち,必

要悪(安 価 な政府)の ドグマ,課 税 の中立性

の ドグマ,均 衡財政の ドグマにとらわれてい

たと解説す る.こ の三つの ドグマが,小 さな

政府,課 税の中立性,均 衡財政 などを説 く市

場至上主義の原点だ とする.そ して,ワ ーグ

ナーに代表 され る ドイツ財政学 は,こ の よう

な ドグマ を打ち破 り,財 政 の生産性,公 債の

積極 的役割,租 税 政策に よる所得再分配な ど
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を説 くことによって,財 政学 を独 自の学問領

域 として確 立 した としているのである1].財

政社会学の立場 か らす れば,ド イツ財政学の

この ような位置づけは必然 なのか もしれ ない

が,民 主主義財 政学 のこれ までの流 れか らす

ればかな り違和感のある評価の仕方である.

そ こで,こ の 「神野財政学」の評価 を意識

しなが ら,日 本 における民主主義財政学 の系

譜 を,① 財政学の規定 とその方法,② 財政民

主主義の評価 と予算論,③ 財政の役割 と経費

論の視点 に しぼって,ふ りかえって見るこ と

に したい.対 象 と したのは,財 政民主主義の

立場か ら書 かれ た代表的な4冊 の財政学教科

書である。

豆 民主主義財政学の源流躍大内兵衛

『財政学大綱』

日本における財政学の系譜 を包括的に叙述

した著書は数少ない。 その数少ない作品の一

つに,佐 藤進編 ―「日本 の財政学 その先駆者

の群 像一 』(ぎ ょうせ い ・1986年)が あ る。

そ こでは、 わが 国の代表的財政学者 として,

田尻稲次郎 以下,島 恭彦 に至 る15名 の財政

学者 が取 り上 げ られているL".そ の9番 目に

登場す るの が大 内兵衛 で あ り,そ の表題 は

「民主 主義財 政思 想の 鼓吹」 となってい る。

それ までの財政学のほ とん どが,外 国(主 に

ドイッ)の 財政思想 の批判的摂取や,官 僚の

財政に関す る知識や技術 の体系であったの に

対 して,大 内財政学は,財 政民主主義の問題

を正 面にす え,古 典派か らマ ルクスに至る経

済学の成果 を駆使 しなが ら,財 政の現実 を批

判的 に分析す るとい う,ま さに民主主義財政

思想の源流 をなす ものであった.

現代 デモク ラシーの煩悶

大 内兵衛 の代表作 といえ る 『財政学大 糸剛

上巻の,序 論 につづ く第1編 は 「財政制度 に

おける立憲主義」 となってお り,い わゆる予

算論が展 開 されているが,そ の冒頭には吉野

作造 の民本 主 義,ジ ェイム ス ・プライスの

「近代民 主主義』 な どを紹 介 しなが らのデモ

クラシー論が熱っぽ く展開 されている.

大 内による と,「 理想 的 には支配意思 が直

ちに被支配者の意思 であ り,ま た反対に被支

配者の意思がその まま支配意思 とな らねばな

らない.そ れ故 にデモ クラシーには多数意思

を政治意思即ち一つの統制意思 に翻訳する方

法が必 要 となる判.と こ ろが,現 実 には国

民多数の意思が政府に到達す ることが困難 と

な り,「 デモ クラ シー の煩悶」 が生 じている.

財政学,と りわけ予 算論 の課題 は,そ うし

た 「現代 の政治の問題の姿 を,吾 々に与 えら

れた る特 殊の政治の部局,即 ち,財 政 におい

て理解すること.こ の理解は,政 治 をその物

的基礎へ の直接の関連 において集約 して見 る

ことに外 な らない 到.こ の ように大 内財政

学で は,民 主主義,と りわけ財政民主主義の

問題が まさに正面に据 え られていた。

財政の社会性

大 内兵衛は財政 と財政学 をどの ような視点

で とらえていたの であろ うか。まず大 内 は,

「財政が社会性 を有 し。財政 問題が社会問題

である」 ことを強調す る.「 政治団体 の経済」

である財政は,家 族の経済.企 業の経 済,そ

して国民経済,世 界経 済な どとならんで一つ

の独立 した経済主体 であるが,同 時に,他 の

経済主体 との具体 的関連 を もち,そ うした各

種の経済 との関連 において存在す るとい う意

味で社会性 をもっている.ま た,財 政問題 を

社会 問題 と して とらえる ということは,労 働

力の商品化,剰 余価値 生産の増大 といった現

代の社会問題 との関連 で財政 を見 ることを意

味す る とした「"i.

財政学 は,政 治学 と しての特殊 的地位 と,

経済学 としての特殊 的地位 とを もつが,そ う

であ るが ゆえに,「 全社 会の最大 ・最要で あ

り且 つ最 も一般 的な,一 つ の問題 一即 ち 「政

治 と経済 との関係」 の問題」 を解明 しようと

す る科学 的努力に,特 殊の便宜 と必要 を与 え

るものである.す な わち,「 権力の発生 ・成

育 ・転化 と経済の発 生 ・成育 ・転化 との相互

関係の因果如何の問題」 を解明することに貢献

するのが財政学の課題であるとしたのである61.

そ のためには,財 政学 は,「 支配の技術 的

知識の集積」や 「不生産的な少数者の弁解 の
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言葉」か ら解放 された科学 とな らなければな

らない.そ こで大内は,マ ー カンテ ィリズム

か らフィジオ クラッ ト,イ ギ リス古典派 に至

る経済 学の発 展 をへ て,19世 紀後半か ら20

世紀 にかけて,財 政学 の新傾向が生 まれ,産

業 国家,文 化 国家等 の理念の勃興 とともに,

国家学的 ・政 治学 的 ・行政学的 ・倫理学的認

識へ と逆転 した と指摘す る.そ の代 表が(ド

イッの)歴 史的社 会政策学派である.こ れ に

対 して,古 典学派 の認識方法 を徹底 し,財 政

に対する新 たな要望 をすべて社会の経済構造

における諸力 の発展 として認識す るのが科学

的社 会主義であ るとした.

社会主義派 と歴 史的社 会政策学派の相違点

は,前 者が財政 を社会の経済構造お よびその

法則 の所産 と見 るのに対 して,後 者が社会や

経済に優越す るなん らかの理念の存在 を認め

ることにあ る.ま た,社 会主義派は財政の将

来へ の発展 をふ くむ もの として説明す るのに

対 して,社 会 政策学派 は,「 将来へ の進化 を

認める として も,或 る何等かの点については
一定の転化の可能 を否認す る」 と批判的に述

べ ている,当 時の歴史的制約か ら後 に大内 自

身が 「奴隷の言葉で語った」 と している よう

に,あ い まい な表現が使 われているが,明 ら

か に大 内 は歴 史 的社 会政策学 派 を批判 しつ

つ,「 科学的社 会主義」 の立場 か ら財政学 を

構築 しようとした といえる7).

ブル ジ ョア ・デモ クラシーからソシアル ・デ

モクラシーへ

さて,財 政民主主義の問題 にもどると,第

1編 の第8章 で,財 政的立憲主義 の現状 につ

いてふれ,現 代 においては,二 つの傾 向,す

なわち 「財政 に関す る執行 権の独 立専権化 」

と 「財政 に関す る論議の大衆化」が現われ,

その ことに よって 「財政 に関する議会の監督

権」すなわち財政立憲主義が形態変化 を遂げ

つつ あるとしてい る.今 やデモクラシーは多

数者 の支配で はな く少数者の支配 に転化 し,

ア リス トクラシー(貴 族政治)と な りはてて

い る.大 内 はデ モ クラシー の煩 悶の原 因 を

「政 党政治」 に もとめ,そ の ような政党政治

は,「 現 代 の政 権 そ の もの の専 制的 ・統制

的 ・寡頭的性 質 より,ま た同時に,民 心 自体

の無政府 的 ・無統制 的性 質 よ り来 たる明 と

した.ま た,そ うした政党 間の対立党争の背

景 にあ る 「社会 にお ける経済的利害の対立 を

理解す ることな くして,財 政に関す る政治闘

争 の理 由及びその性質 を理解す ることが出来

ない」 ことを強調 し,さ らに,財 政民主主義

を実現す るため に現 在要 求 されて いる もの

は,い わゆるブルジ ョワ ・デモクラシーで は

な く,ソ シアル ・デモ クラシーだとしたので

ある9).

経費論の重要性

大内財政学の大 きな特徴 の一つは,財 政学

における経 費論の位置を とりわけ重視 した こ

とにある.そ れは,「 従来 の財政学 者が多 く

経費論を軽視 し,そ の意義 を研究 しない理 由

は,一 方 においては,国 家 目的 を以 て既に与

えられた ものとす るか,又 は,所 謂国家哲学

に聞 くべ きもの とするか に在 り,そ して他方

においては,そ の 目的実現の社会的媒介過程

はこれ を無視 して顧 みないが ため である川」

とい う伝統的財政学への批判 を前提 した もの

であ る.そ の上 で,大 内 は,「 経費 を中心 と

して見た国家 と社会 との対立交流 の関係」 に

ついて,次 の ように要約 している.や や長 い

が興味深 い叙述なので引用 しておこう.

「国家は経費の支出者としては云 うまでもな

く一 般 的 ・全 社 会 的 利 益 の 代 表 者 と して 自 ら妥

当せ ん とす る もの で あ る.け れ ど も現 実 にそ れ

を為 し得 ん が た め に は そ れ に 相 当す る物 的基礎

を もた ね ば な らず,そ の 物 的 基 礎 は,そ の有 す

る社 会 的 経 済 力 の 制 限 に 従 う もの で あ り,そ の

経 済 力 は 社 会 が社 会 的 方 法 を 以 て生 産 した もの

で あ る が 故 に,ま た 当 然 に社 会 的規 定 を もっ て

い る,国 家 は社 会 の 一 般 的 利 益 の た め に の み,

そ の 経 費 を 支 出 し,特 権 授 与 の た め に之 を しな

い と云 うこ とは,国 家 の租 税 徴 収 の原 理 よ り云

う も,デ モ クラ シー の 原 理 よ り云 うも極 め て 当

然 の こ とで あ る.蓋 し之 に反 す る に お い て は,

そ れ は そ の一 切 の政 治 的道 徳 的基 礎 を失 うで あ

ろ うか らだ.け れ ど も,何 人 も知 るが 如 く現 代

の社 会 に お い て は 人類 の社 会 関係 そ の もの が 生

産 的 目的 の ため に競 争 対 立 的 とな って いる か ら,
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国家活動の諸結果 も亦すべてかかる社会関係を

通 じてのみ具体的 となる.そ こで,吾 々は財政

が政治過程を経たと云う理由によって,そ れだ

けで直ちに,そ の結果が一般の利益に合すると

云う風に考えてはならない.寧 ろ反対に,経 費

の費途決定の過程たる政治的勢力関係の対立性

と矛盾の内に,そ の社会的経済的諸関係の対立

性と矛盾をこそ見るべ きであろう賜.

ここでは,① 経費の支出は社会全体の一般

的 利益 を代 表す る もの として 支出 され るこ

と,② しか し,そ の支出はその物 的基礎 とし

ての社会 的生 産 に よって規 定 され てい るこ

と,③ 租税徴収 の原理お よび財政民主主義 の

原理 に反するな らば財政 はその政 治道徳 的基

盤 を失 うであろ うこ と,④ しか し,現 実の社

会的経 済的諸 関係 の対 立性 と矛盾 を反映 し

て,政 治的勢力関係 は対立 と矛盾の内にあ り,

したがって,政 治過程 をへた現実の財政支出

が直ちに社会全体 の一般的利益 を体現す るも

の となってい るとはいえない こと,が 簡潔に

叙述 されている。

また,― 経 費の経済 的性 質」 をめ ぐって,

大 内 は,国 家経 費 の不 生 産性 を論 じたア ダ

ム ・ス ミスの議論 を一応一般 的事実 として認

めた上で,資 本主義が独 占段 階に進み,金 融

資本が支配す るようになる と,そ の内容 の歴

史的転化が生 じるとす る.す なわち,「 国家

及 び地方団体 の生産設備 の意義 はか くの如 き

金融資本の 自己拡大運動 を保 障す る点に存す

る と云 うこ とに転化 し」,「最 初社会の生産 関

係維持のために作 られた設備 はその後の時代

の発展 に従って専 ら独 占的資本の独 占的利用

に委せ られ ることとな り,更 にまたかかる設

備 は,ヨ リ生産 的な らんとしてかか る資本 の

便宜 のために改善せ られた」か らである'2」.

このように,大 内は,資 本主義 の発展 とと

もに,国 家経費が巨大資本の利用す る生産基

盤 としての役割 を果 たす ようにな り,生 産的

であ るか の ように見 えて くるこ とを指摘す

る.し か し,「 国家的 ・行政 的諸労務 の生産

性は右 の如 き意味で変化す るが,こ のことは

同時 にそれが内包する ところの不生産的性質

の拡大的発展 をも意味す る'31」ことを大内は

あわせてつ け くわ えている.恐 慌 と戦争 と市

場梗塞 とによって生 じる,技 術的 に時代 遅れ

の経営,競 争上廃 退の外 な き企業,巨 大 なる

失業者群 な どがそれである.ま た,こ れ らの

現実 を背景 として登 場 して くる社会運動 に対

応す るためにとられる社会政策 も,巨 大な経

費を要 し,そ れが さらに一つの社会的負担 と

なる.か くして,「 国家 の諸活動の現代 にお

ける実際的効果 を全面的 に見れば,そ れ は社

会におけ る現実の生産 関係た る資本対労働の

関係の一定の方 向への発展の内に,漸 次その

不生産的 な方面 も拡大 しつつある と云 うこと

を否定 し得 ないt1'」とい うことになる.

このように,大 内は,国 家経費の生産性 を

め ぐる論議 を,資 本主義経済の発展 と財政の

役割の歴史的転化 にお いて展 開 し,国 家経費

の生産的性格の発展 の内に不生産的側面 の拡

大を見るという二重の視点 を うちだ した.

皿 「政治と経済の矛盾」 を解明する学 と

しての財政学=島 恭彦 『財政学概論』

この ような経費の二面性 という視点 を引 き

継 ぎ発展 させたのが,島 恭彦の 「財政学概論」

(岩波書店 ・19.63年)で ある。

島恭彦 は,第2章 経 費論の冒頭で,政 府部

門を 「必要悪」 とい う矛盾の概念でつかんで

いた古 典派 に対 して,ド イツ財政学や20世

紀の英米財政学が,政 府部門を 「生産的」 と

みた り,「 集合財」 やサー ビスの生産 とみて

いることを批判 して次 のように述べている.

「しか し政府部 門の役割が,い か に必要か

つ有用であっても,ま たそれが国民経済の生

産力 をたかめ る側面 をもってい る として も,

いぜ んとして国民経済 のつ くり出 した価値物

を消 費す る側面が きわめて明確 であることは

認めねばな らない.こ の政府部門の二面性 一

あるいは政治 と経 済 との矛盾 ―を統一 的に理

解す ることは,経 費論 の重要 な課題 となるで

あろ う'5㌧」

政治 と経済の矛盾

島財政学の方法論の最大の特徴は,財 政 を

政治 と経済の矛盾 として とらえようとす るこ

とにある.そ の方法上 の特徴 は,経 費論 だけ
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でな く租税論 ・公債論 ・予算論 などに も貫か

れてい るが,最 も特徴的 に現われているのが

この経費論 だ とい える.

島は第1章 「財政学の対象 と方法」 におい

て,財 政学 の対象 はふつ う 「政 治と経済の交

流する領域」 である とされるが,こ れではあ

ま りに も漠然 とした概念である として,次 の

二点をつけ加えるべ きである とした.一 つは,

政治 とはいえ,そ れは国家権力 の意志 と行動
一般 のこ とではな く

,国 家の経済的力能すな

わち 「財務行 政」で あるこ と.も う一つ は,

財務行政 と国民経済 との交流 関係が財政学の

対象 であると して も,そ の交流や関係 は互 い

に矛盾 し対立 し合 う関係 であることを,統 一

的に理解す るこ とが重要である ということで

ある.

このような 「政治 と経 済の矛盾」 を強調す

る背景 には,島 自身による 『近世租税思想 史』

(有斐 閣 ・1938年,『 島恭彦著作集』第1巻,

有斐 閣 ・1982年)以 来 の財政学説 史研 究 を

ふ まえた,「 経 済 と政治 の調和」 を説 く支配

的財政理論へ の批判があった.

島は,「 君主 の統治術 の一部 としての財政

学」 を,経 済学 を基礎 とした科学 とするため

の,重 農学 派か らアダム ・ス ミスをへて リカ

ル ドに至 る古典経 済学の歩み にふれた後で,

これ らの古 典経済 学は明 らかに財政 と国民経

済,政 治 と経 済の矛盾 と対立 を意識 してお り,

それは,特 権 的商 業資本家,地 主階級,国 家

権力 を構成 する 「不生産的階級」 と,産 業資

本 を先頭 とす る 「生産的階級」 の対立 とい う

見方 に典型的 にあ らわれてい るとしてい る.

しか し,「 古典学 派 は絶対王政の財政権力

との闘争 とい う場面では,政 治 と経済の矛盾,

お よび経 済社 会 の 矛盾 の側面 を鋭 く分析 し

た.し か し,そ うい う一切の対立 と矛盾 とが

排除 された後の,政 治 と経済 とについては完

全 な調和論 におちい って しまった16)」と批判

す る.す なわち,財 務行政の独 自の運動法則

を無視 して経済主義的解釈 でわ りきろうとし

た り,経 済法則の 自由な運動 を放任するな ら

ば調和 の とれた発展が約束 される といった見

方に陥った.「 安価 な政府」の思想 は,こ うし

た時代の調和論 を代表する もの とされている.

さらに島は,ド イツ財政学 とケインズ経済

学 に目を転 じ,こ れ らの財政学 も古典派 とは

ことなる意味で,政 治 と経済の調和論 にお ち

いってい ると批判す る.ド イツ財政学の調和

論 は,国 家 と国民経済 との有機 的循環論,す

なわち,「 国家 の行政 は国民経済の生産力 を

増大 させ,そ の生産力は租税収入を増加 させ,

その租税 はまた行政の生産性 をたかめるとい

う説」 にもっ ともよ くあ らわれている.ケ イ

ンズ理 論 も,ド イツ財政学のような素朴 な有

機的循環論 ではないが,や は り調和論や経済

主義の系 譜に属す る と批判 される.「 すで に

ケインズの前提 とした国家は,第 一次大戦 に

よって拡大 し,さ らに第二次大戦に向か って

拡大 していこうとす る権力機関である.こ う

い う国家 の独 自性 を無視 した ところに,ケ イ

ンズ経済学 の調和論 と経済主義 とが ある'列

というわけである.

島財政学 におけ る 「政 治 と経済の矛盾」 と

は,こ のような財 政学説 史の批判的検討 をふ

まえて,財 政 をその経済 的側面 と権力的側面

との二重性,対 立 し矛盾す る二重性 において

とらえることを強調する ものであった.

林栄夫=社 会的余剰の権力的配分としての財政

この ような財政 における 「政治 と経済」 の

関係 について,林 栄 夫 も次の ように述べ て,

その統一的把握の重要性 を強調 している.

「財政学 とい うものは,財 政の もっている

この二つの側面,経 済的 な側面 と政治的な側

面を統一的 にとらえてゆ くものでなければな

らない.つ ま り,財 政制 度 を中心 とす る政

治 ・行政的 な側面 に関す るところの統一的な

メカニズム を明 らか にす るとともに,そ の制

度的機構 を通 して経済の論理 が どの ように浸

透 してい くか,と いうことを明 らか にしてい

く必要がある剛.

この ような政治 と経 済の論理 とその矛盾関

係 を統一 的 に と らえ るこ とを可 能 にす るの

が,財 政制 度を社会的余剰 の公私両部門への

政治的 ・行政 的配分機構 として把握す る視点

であった.林 栄夫は,「 この権力 的配分 と社

会的経済余剰 の存在 こそ財政現象の二面性 を

規定する二 つのフ ァクターであ る剛 と指摘
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す る.す なわち,「 国家 は政府の支配活動 に

必要 な費用 を決定 し,こ れを まか なうための

収入 を決定 し,こ の収入 を権 力的に徴収 して

ゆ く」.し か し,「 政治的過 程は究極的 には経

済 の論理 か ら離 れることはで きない.権 力的

な決定だか らといって,経 済の論理 を無視 し

た大 きな財政支 出規模 を決めて民 間か ら財貨

を調達すれば,政 治的決定機構 その ものがお

びやかされて しまう20dか らである.こ の よ

うに,島 が経費の生産性 ・不生産性 とい う視

点で専 ら財政の二重性 について考察 してい る

のに対 し,林 の場合 は,社 会的再生産 とい う

メカニズムの 上で行動 しなければな らない国

家 という視点か ら,財 政の二面性 を とらえて

いた。

財務行政の民主的統制

島財政学 において は,こ の ように,「 政治

と経済の矛盾」 「財政 の二 面性」 とい う視点

が貫かれていたが,財 政民主 主義論は,す く

な くともこの 丁財政学概論』に関す るか ぎり,

十分 に展 開 されてい るとはいえない。予算論

はテキス トの最後 に位 置づけ られている。そ

こでは,「 財務行政 を民 主的 に統制 し。財務

行政 と国民経済 との関係 を政 治的に調整す る

制度が予算制度である」とされ,し たがって,

予 算 論 は単 な る財 政収 支 調 整論 で は な く、

「予算論 は,一 面 では政治的 な問題 と,他 面

では比較的会計技術的 な問題 との両方 をふ く

む ことになる判 とされている.し か し,予

算論 で実際 に展 開 され ているのは,資 本予算

や事業別予算,資 本 的経費 と経常 的経費への

区分,特 別会計や公社形態 などといった,予

算制 度改革 における 「比較的会計技術的な問

題」 であ り,財 政民主主義の本質,財 政民主

主義のシス テムとプロセス,財 政民主主義 に

おけ る主体 の問題等 につ いての詳細 な分析は

なされてい ない.

N人 権概念の発展 と納税者主権による

公共的意志決定過程 としての財政=

池上惇 「財政学』

財政民主主義の問題を財政学の正面にす

え,財 政学の新 たな展 開を試みた作 品が,池

上惇 の 『財政学 ・現代財政 システムの総合的

解明」(岩 波書店 ・1990年)で ある.こ こで

は,財 政学 とは,「 納税者 が 『社 会的費用 と

社会的便益の評価 を背 景に もちつつ』公共部

門のサービス供給 にたいす る欲求 を公共 的意

志決定のための投 票に よって表示 し,社 会の

資源を公共部門 に配分する過程 を解明す る科

学である22'」と定義 されてい る。公共部 門へ

の資源配分が権力的 ・行政 的にではな く,い

かにすれば国民の多数者 としての納税者 に よ

る公共的選択 によって決定可 能 となるかが財

政学の課題だ とされている.

池上財 政学の課題 は,主 権者 であ り納税者

であ る国民 の公共 的選択 によって,財 政の規

模 と内容 を決定 し,公 正 な課税 に対する同意

を可能 とするようなシステムが どの ようにす

れば構築 され うるか ということにあった.

その可能性 を,池 上 は,自 然権か ら社 会権

(生存権)を へ て新社 会権 に至 る人権思 想の

発達 と,納 税者主権 の内容の進化 に見てい る.

ここで新社 会権 とは,「 国民 の 自然権 を保障

するために財政 憲法を納税者が制定 して政府

の課税権 を制限す る権利 を基礎 とす る.そ の

うえで,社 会権 として国民の生存権 を保障 し

て公正 な競争の条件を整備す ること,産 業技

術や情 報技術 の発 展 に対応 した国民 の環 境

権 ・知 る権利 な どの新 しい人権 をふ まえつ

つ,「 民主主義的で,効 率性の高い公共部 門』

をつ くる権利 を国民が持つ こ となどを内容 と

する判 ものである。

新社会権にもとつく財政民主主義

この ような新社会権に もとつ く財政民主主

義を実現す る上で重要な課題 として,池 上 は

二つ の視点 を重視 してい るように思われ る.
一 つは

,利 権 と結合 した官僚制(官 僚機構)

や軍産複合体 な どの成長 をいかに打破す るか

とい うことである.分 業 と技術が発展 し,政

府部門 と民 間部 門 との 「ゆ きき」が進 むに し

たが って,公 務が多様化 し,分 業 による行政

組織 の編成が行 われ,公 務の技術が高度化す

る.そ れに ともなって,⑦ 分化(と くに行政

機構),② 個別化(個 々の利益集団への対応),
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③利権化(利 権 グルー プへの参加)と いうプ

ロセスをへ て,官 僚機構が形成 され,政 治家

のボス ・行 政の高級官僚,産 業界の長老 など

が結合関係 をむす び,特 定の利益集団のため

の利権 を擁 護す るための政策決定が優先 され

るようになる.こ のような 「政府の失敗」 を

いかに克服 するかが,財 政民主主義 を実現す

る上での重要課題である とされている.

もう一つ は,新 社会権 を実現 しうる財政 シ

ステムにおいて,「 個人の選好 か ら出発す る

公共選択論」 と 「専 門的知識を重視する社会

的評価論」 との総合化 を図ろうとした ことで

ある24).専 門的知識 と人々の 自己実現 とい う

視点 に基づ く社会 的評価 と公共的意志決定 に

かんす る池上 の見解 は,次 の ようなものであ

った.

市場 における財 やサー ビスの購入 による私

的欲求充足 の場合 とこ とな り,租 税 を政府 に

支払 って公 共サー ビスを受けるための公的欲

求充足の場 合,欲 求充足のてがか りを得 るた

めには,な ん らか の集団的 ・社 会的評価 に持

ち込 む過程が必要 とな り,そ うした欲求充足

にかかわる社会的 費用や社会的便益 に関す る

評価が求め られるこ とになる.そ の ような社

会的評価 においては,財 やサー ビスの金銭的

評価 をこえて,一 つ には専門家の科学的知識

によるうらづけが必要 とされ,も う一つには

人々の 自己実現や生 きが いとい う視点か らの

評価が必要 となる.そ の社会的評価の水準 は,

諸個人の評価 能力 の発達,す なわち社会的経

験や学習に よる才能の 開発 とその共同資産化

にともなって向上 してい くであろ う.

ここで予 算過程 は,「 専 門家の社会的評価

と投票者の私 的評価が投票 と学習 の過程で調

整 され,私 的評価 と社会的評価 とを接 近させ

る2列 システム として把握 される.こ の予算

過程 においては,短 期 的な金銭的評価だけで

はな く,「 長期 的で総合的で科学 的な実物評

価」が必要であ り,人 々の 自己実現 を支援 し

平等 の機会 をあたえるためのネ ッ トワーク ・

システム,す なわちイ ンフラス トラクチャー

が必要 とな る.科 学 的知識 と自己実現の視点

にもとつ く公共的意志決定 によって,こ のよ

うなシステ ム をいか に有効 につ くりだすか

が,現 代の公共支出の中心的課題 とされるの

である.

さらに,人 々の 自己実現 を支援す るイ ンフ

ラス トラクチ ャーの中には,そ の費用 を公平

に負担 す るため の租 税 シス テム もふ くまれ

る.「 財政の改革 とは,本 来,納 税者の 自己

実現のための インフラス トラクチ ャー を総合

的に整備 しうる ような,よ りよい予算 システ

ムを構 築す る ことで ある2門.そ の場合,具

体 的には,「 支 出面 か らの国民のニー ズの把

握 と,そ れ を充足す るためのシステムを改革

するとい う意味における行政改革,支 出の規

模 ・内容 を納税者が公平 に分担す るための税

制改革,ニ ーズ と財源 を総合 的に調整す る予

算制度の改 革が総合的 に考え られねばな らな

い27).」

現代 財 政 にお いて は,こ う した改 革 を,

「民 主主義社 会 における正 義 と個人の 自己実

現 を保障す る社会 的共同業務」 の発展 とい う

方向で進め るのか,そ れ とも分化 ・個別化 ・

利権 化 し,特 定 の利権 集 団 の要 求 に屈 した

「共同業務の疎外体へ の転化」 をゆ るすのか

の選択がせ ま られている28).

以上が,現 代財政 に関す る池上の基本的視

点 である.

「機能アプローチ」による経費論

池上は,ま た,こ の ような視点か ら,経 費

の生産性 と不生産性 にかんす る議論を整理 し

直 している.す なわち,マ ルサスやケイ ンズ

の考 え方 に よれ ば,「 経 費が生産的であ ると

は,政 府 が租税等 の形で国民所得の一部分 を

徴収 して国民 に負担 をかけた として も,政 府

は経費の給付 を通 じて国民所得の増加 に貢献

し,国 民に負担 をか けた以上 の国民所得の増

加分 を社会に もた らす,と い う意味である29〕」.

こうした考 え方 を,池 上 は,経 費論 における

「富裕アプローチ」 と名づけている.

また,「 国民所得」 のかわ りに 「厚生」 を

おけば,「 租 税等 に よって国民の厚生 を後退

させ たとして も政府 は経費の給付 とい う形で

より有効 に資源 を活用 し,よ り大 きな厚生 を

国民 にもた らす3明 とい うことになる.こ れ

を池上は 「効用アプローチ」 としている.
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これ らに対 して,「 納税者 の 人間 としての

諸機能の発達 に貢献 した度合 いに応 じて経費

の生産性 と不生産性 を判別す る方法31)」があ

ることを示 し,そ れを 「機能 アプローチ」 と

呼 んだ.す なわち,「 経費 が不 生産的であ る

とい うのは,国 民が本 来な らばインフラス ト

ラクチ ャーの整備 に よって自己実現 を可能 に

したはずの資源を,国 民 か ら取 り上げて,特

権的グルー プが政府 の名 の下 に単 に消 費,あ

るいは,浪 費 して しまうという意味である3列

とい うことになる.

この三つ のアプローチ につ いての説明は,

あ きらかに,ア マーテ ィア ・セ ンの 「豊か さ

(well-being)」 に関す る三つのアプローチの

分析 をベースに している。 アマーテ ィア ・セ

ンは,富 裕 アプローチや効用 アプローチに対

して,人 間の潜在 能力(capabilities)の 拡

大 とその実現 に豊か さの指標 を もとめる 「潜

在能力アプ ローチ」 の重要性 を説いた33}.池

上は,そ の 「潜在 能力 アプローチ」 を経費の

生産性 にか んする議論 の視点 にす えたのであ

る.こ のような視 点か ら。池上 は,経 費が国

民の生存 と発達に貢献す る場合 と,官 僚機構

と利権 グルー プに と りこまれ て国民の生存 と

発達 をお びやか す場 合 とがあ る ことを指摘

し,公 務労働 が そ う した二 重性 を克服 して

「機能 アプローチ」 による生 産性 を確 立す る

ための諸条件 として,① 納税者 による民主主

義的制御 システムの発展,② 行政組織 の分権

的再編,③ 公務 員の專 門性 と労働基 本権の確

立,④ 納税者 と議員の 日常 的連携 と情報公開

などをあげている鋤。

Vひ きつぐべき視点

以上,私 は,日 本 における民主主義財政学

を代 表す る と思われる4冊 の財政学教科書に

ついて,財 政学の規 定 とその方法,財 政民主

主義の とらえ方,財 政 の役割 と経費の見方な

どを中心 に,そ の特徴 を考察 してきた.こ の

ように考察 してみて,あ らためて これ らの作

品の奥深 さと味 わい深 さを実感 した.ま た,

これ らの作 品の検討 を通 して,財 政学を学習

す る上でひ きつ ぐべ き視点 として,次 の二点

が重要であ ると思われた。
一つは,財 政(経 費)の 二重性 とい う視点

である.

財政(経 費)に お ける生 産性 と不 生産性,

政治 と経済の矛盾,社 会的再生産の維持 と破

壊,諸 個人 の発達保障 と阻害 な ど,そ れぞれ

に視 点の違い はあれ,こ れ らの財政学 のすべ

てが,財 政の二重性ない し経 費の二重性 を と

らえ,そ の二つの側面が対立 し矛盾 しあ う関

係を分析 してい る.財 政は,一 面では生産的

であ り,社 会全体の利益 を代表 し,社 会 的統

合の手段 としての役割 を果 た している ように

見える。 しか し,他 面では,財 政は不生産的

であ り,権 力的であ り,特 権 的利害集 団の利

害を充足 し,社 会的分 断を促進する手段 とな

っている。 この こ とを,島 恭彦 は 「政治 と経

済の矛盾」 と呼び,池 上惇 は 「個人の 自己実

現 を保障す る社会的共同業務」 と 「共同業務

の疎外体」の対立 として とらえた.こ うした

財政 の二重性,そ の対立 と矛盾関係 につ いて

解明す るこ とは,こ れか らの財政学研究 に と

って も重要な課題 とされなければな らない。

もう一つ は,人 権概 念の発展 とともに租税

国家 にお ける財政民主主義 の内容が変化 し進

化を とげる とい う視点の重要性である.

近代 的な立憲国家 における財政民主主義の

理解 において,重 要な ことは国民が主権者で

あり,国 民の多数者 としての納税者 が主人公

だとい うこ とであ る.そ の主権者であ り,納

税者 であ る国民が,ど の ように して財政の支

出と租税の負担 を民主的に コン トロールす る

か,こ こに財政学研 究の重要 な課題が あるこ

とはいうまで もない.

その場合,社 会の構成 員たちが互 いに認め

合 う人権の内容が どの ような ものであ り,ど

のように進化 す るかが重要 となる.財 産権,

生存権,発 達権 という人権概念の発展 に とも

なって,財 政民主主義の内容が進化 し,公 共

的意志決定の プロセスやその制度的保障のあ

り方 も変化 していか ざるをえない.情 緒 的紐

帯でむす ばれた家族や地域共 同体な どへの公

的サ ー ビスの提 供 と,そ の見返 りとしての政

治的道徳的忠誠の調達 といった応益 的関係で

はな く,互 い に情緒的紐帯 も価値観 もこ とな
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る諸個 人が,ど の ように して互 いの人権 を認

め合い,そ れ を保障 しあ うシステムを構築 し,

公平な費用負担 を実行 す るか といった視点 こ

そが重要で ある.こ の ように人権概念 の進化

に財政民主主義の発展 を見 る視点,と りわけ

今 日においては,諸 個人の 自己実現,潜 在能

力の拡大 とその実現,人 間の発達保障 とい っ

た視点か ら,財 政お よび財政民主主義を考察

す ることが求め られているのである.
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